
                                                                        

 

 

 

 

 

平成１８年度中小企業労働事情実態調査票 
 
            調査時点：平成１８年７月１日  調査締切：平成１８年７月１０日 
    記入についてのお願い 
  ◇秘密の厳守   調査票にご記入下さいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外の目的に用いることはい 
           たしませんので、ありのままにご記入下さい。また、記入担当者名などの個人情報につきましては、本調査に係る問 
           い合わせ以外には使用いたしません。 
  ◇ご記入方法   質問ごとの指示により該当する項目の番号に○をご記入下さるか、該当欄に数字等をご記入下さい。なお、特に断り 
           のない限り７月１日現在でご記入下さい。 
  ◇お問い合わせ先 調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問い合わせ先は、下記までお願いいたします。ご記入 
           後は７月１０日までに下記にご返送下さい。 
 
 
 
   
貴事業所の概要についてお答え下さい（太枠内に該当する事項をご記入下さい）。  
 貴事業所の名称   記入担当者名  

 所  在  地 （〒   -     ）  電 話 番 号           －     － 

 F A X 番 号           －     － 
 
 業 種（最も売上高の多い事業の業種の番号を以下の１～19の中から１つだけ右の太枠内にご記入下さい）                    
 １．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 
 ２．繊維・同製品製造業                                         12．総合工事業 
 ３．木材・木製品、家具・装備品製造業                 13．職別工事業（設備工事業を除く） 

  

 ４．印刷・同関連業                            14．設備工事業 
 ５．窯業・土石製品製造業                                    15．卸売業 
 ６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業                   16．小売業（飲食店を除く） 
 ７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業                       17．対事業所サ－ビス業（専門サービス業、廃棄物処理業、物 
 ８．一般・電気・情報通信・輸送用・精密機械器具製造業               品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業、その他のサ 
 ９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品      ービス業） 
    毛皮、その他の製造業                    18．対個人サービス業（洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生 
 10．情報通信業（通信業、放送業、情報サービス業、インターネット     活関連サービス業、自動車整備業、機械等修理業、飲食店、 
    付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業）          宿泊業） 
 11．運輸業                              19．その他（具体的に：                 ） 

 
設問１）従業員数についてお答え下さい。 
 ①平成１８年７月１日現在の雇用形態別の従業員を男女別に太枠内にご記入下さい。  
  正 社 員  ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者  派  遣 ｱﾙﾊﾞｲﾄ・その他   合  計 〔注〕「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働 

   時間が貴事業所の一般労働者より短い者、また 
   は１日の所定労働時間は同じでも１週の所定労 
   働日数が少ない者です。 

   男性          人          人          人          人          人 

   女性          人          人          人          人          人 
 
 ②平成１８年７月１日現在の従業員のうち、常用労働者について、男女別、年齢別の人数を太枠内にご記入下さい。  
常用労働者数  24歳以下  25～34歳  35～44歳  45～54歳  55～59歳  60～64歳  65歳以上  合  計  

 男  性        人        人         人         人         人         人         人          人 

 女  性        人        人         人         人         人         人         人          人 
 
〔注〕「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者です。パートタイム労働者であっても、下記の(1)(2)に該当する場合は常用労働者に含み
ます。 
       (1) 期間を決めずに雇われている者、または１ヵ月を超える期間を決めて雇われている者 
       (2) 日々または１ヵ月以内の期限を限って雇われている者のうち、５月、６月にそれぞれ１８日以上雇われた者 
       (3) 事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者 
 
設問２）労働組合の有無についてお答え下さい（どちらか１つだけに○）。  
    １．あ る       ２．な い  

 
                                                                (右欄は回答事業所記入不要)           
                                                                                             (都道府県コード)(事業所コード) (地域コード) 
 

SSJDA
テキストボックス
≪調査票≫　　　　　　　　　　　　　　　東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブ　■　調査番号　0830　■　調査名　　 中小企業労働事情実態調査，2006　　　　　※　本調査票を引用する際には出典を明記して下さい。



設問３）経営についてお答え下さい。 
 ①現在の経営状況は１年前と比べていかがですか（１つだけに〇）。 
  １．良  い              ２．変わらない              ３．悪  い  

 
 ②現在行っている主要な事業について、今後どのようにしていくお考えですか（１つだけに〇）。 
  １．強化拡大   ２．現状維持  ３．縮 小  ４．廃 止  ５．その他（                    ）  

  
 ③現在、経営上どのようなことがあい路となっていますか（３つ以内に〇）。 
  １．労働力不足（量の不足）        ２．人材不足（質の不足）         ３．取引先の海外シフトによる影響 
  ４．販売不振・受注の減少         ５．製品開発力・販売力の不足       ６．大企業等の進出 
  ７．同業他社との競争激化         ８．原材料・仕入品の高騰         ９．安価な輸入品の増大 
  10．人件費の増大             11．製品価格（販売価格）の下落      12．納期・単価等の取引条件の厳しさ 
  13．金融・資金繰り難           14．後継者難               15．情報化の遅れ 
  16．環境規制の強化 

 
 ④経営上の強みはどのようなところにありますか（３つ以内に〇）。 
  １．製品・サービスの独自性        ２．技術・製品の開発力          ３．生産技術・生産管理能力 
  ４．営業力・マーケティング力       ５．製品・サービスの企画力・提案力    ６．製品の品質・精度の高さ 
  ７．製品（商品）・サービスの価格競争力   ８．顧客への納品・サービスの速さ     ９．企業・製品のブランド力 
  10．工場・店舗の立地条件の良さ      11．財務体質の強さ・資金調達力      12．情報の収集・分析力 
  13．優秀な仕入先・外注先         14．商品・サービスの質の高さ       15．組織の機動力・柔軟性 

 
設問４）従業員の労働時間についてお答え下さい。 
 ①従業員（パートタイム労働者など短時間労働者を除く）の週所定労働時間は何時間ですか（残業時間、休憩時間は除く）。職種や部門に 
  よって異なる場合は、最も多くの従業員に適用されている時間をお答え下さい（１つだけに〇）。 
  １．３８時間以下     ２．３８時間超４０時間未満      ３．４０時間      ４．４０時間超４４時間以下 

〔注〕(1) 現在、労働基準法で４０時間超４４時間以下が認められているのは、１０人未満の商業・サービス業等の特例事業所のみです。 
      (2) 「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。 
 
 ②平成１７年の従業員１人当たりの月平均残業時間（時間外労働・休日労働）をご記入下さい。  
     従業員１人当たり 月平均残業時間 

 
   １．     時間   ２．な し   

 
  ③平成１７年の従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数・取得日数をご記入下さい。  
     従業員１人当たり 平均付与日数 
      （前年からの繰越分は除く） 

 
     従業員１人当たり 平均取得日数 

 
     日     日     

設問５）パートタイム労働者の雇用状況等についてお答え下さい。 
〔注〕「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、または１日の所定労働時間は同じでも１週の所定
労働日数が少ない者です。 
   ※以下の①～⑥については、パートタイム労働者を雇用している事業所のみお答え下さい。 
 
 ①パートタイム労働者を活用する理由は何ですか（３つ以内に○）。 
 １．業務が増加したため            ２．新規学卒等一般正社員の採用が困難なため ３．人が集めやすいため 
 ４．一時的な繁忙に対応するため        ５．１日の忙しい時間帯に対応するため    ６．仕事の内容が簡単・単純なため 
 ７．人件費が割安なため（労務コストの効率化） ８．正社員を減らすため 
 ９．仕事量が減ったとき雇用調整が容易なため  10．定年社員の再雇用・継続雇用のため 
 11．経験・知識・技能がある人を採用したいため 12．その他（                               ） 

 
  ②パートタイム労働者を採用する時に労働条件の明示をしていますか（１つだけに○）。 
 １．主に書面を交付している ２．主に就業規則を交付している ３．主に口頭で説明している 
 ４．その他（                      ） ５．特に明示していない 

 

 
 ③パートタイム労働者が主として行っているのはどのような仕事ですか（１つだけに○）。 
  １．正社員とほぼ同等の仕事  ２．正社員よりも軽易な仕事  ３．正社員よりも範囲を限定した仕事 
 ４．その他（                     ） 

 

   ※１．に○をした事業所は下記の④へ、それ以外の事業所は下記の⑥へ   
   ↓ 
  ④正社員とほぼ同等の仕事を行っているパートタイム労働者の賃金水準は、正社員の１時間当たり賃金と比較してどの程度ですか（１つだ 
  けに○）。  
 １．ほぼ同額    ２．９割程度    ３．８割程度    ４．７割程度    ５．６割程度    ６．５割程度以下  

                                            ※２．～６．に○をした事業所は下記の⑤と⑥へ、 
                                              それ以外の事業所は下記の⑥へ 
  ↓ 
  ⑤正社員と比較して賃金水準が異なる理由は何ですか（該当するものすべてに○）。 
 １．職務内容が違うため    ２．責任の重さが違うため   ３．勤務時間の選択性があるため 
 ４．残業時間・回数が違うため ５．配置転換の頻度が違うため ６．正社員には企業への貢献がより期待できるため 
 ７．もともとそういった契約内容で労働者も納得しているため  ８．正社員の賃金を下げることができないため 
 ９．その他（                      ） 

 

 
 ⑥パートタイム労働者の能力、経験等に応じて、どのような処遇をしていますか（該当するものすべてに○）。 
  １．基本給を引上げる                         ２．賞与を支給、または引上げる        ３．退職金を支給する 
 ４．手当（退職金を除く）を支給、または引上げる ５．グループリーダー等責任ある地位に登用する ６．正社員に転換する 

 

  ７．その他（               ）  ８．特別な処遇はしていない  
 



設問６）高年齢者の継続雇用についてお答え下さい。 
 ①高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、平成１８年４月１日から６５歳までの高年齢者雇用確保措置（定年の引上げ、継続  
雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置）を講じることが義務付けられましたが、貴事業所は下記のどの措置に対応しまし 
  たか（１つだけに○）。  

  １．６２歳以上の定年に引上げた ２．継続雇用制度を導入した ３．定年の定めを廃止した ４．対応していない  
                                      ※２．に○をした事業所は下記の②～④へ 
  ↓ 
  ②継続雇用制度の対象とする高年齢者の身分はどのようになりましたか（該当するものすべてに〇）。 
１． 正社員  ２．嘱託社員・契約社員  ３．パートタイム労働者・アルバイト  ４．その他（         ）  

 
  ③継続雇用制度の導入に当たって、どんなことが課題になりましたか（該当するものすべてに○）。 
 １．役職や人事制度の見直し           ２．賃金体系や水準の見直し 
 ３．業務や作業内容の見直し           ４．段差解消等職場環境の見直し 
 ５．勤務体系や勤務時間の見直し         ６．心身の健康管理の充実 
 ７．以前の部下や若手との人間関係        ８．若年者の雇用・採用の手控え 
 ９．その他（                ） 10．特に課題となることはなかった 

 

 
  ④継続雇用制度の対象とする高年齢者の労働条件は、定年時と比べてどのようになりましたか（それぞれ１～３の中で１つだけに○）。 
 賃 金 役 職 仕事の内容 １日の所定労働時間 週の所定労働日数  
一律に 
下がる 

変わら 
ない 

個人に 
よる 

変わる 変わら 
ない 

個人に 
よる 

変わる 変わら 
ない 

個人に 
よる 

少なく 
なる 

変わら 
ない 

個人に 
よる 

少なく 
なる 

変わら 
ない 

個人に 
よる 

１ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ 
 ※賃金が一律に下がる事業所は下記の⑤へ ※１日の所定労働時間が少     ※週の所定労働日数が少なくなる事業 

 なくなる事業所は下記の     所は下記の⑦へ 

    ↓                                                                 ↓ の⑥へ 
 ⑤継続雇用制度の対象とする高年齢者の賃金（基本給）        ⑥継続雇用制度の対象とする                   → ⑦継続雇用制度の対象とする 
  は、労働時間・日数が変わらない場合、定年時と比べ          高年齢者の１日の所定労働           高年齢者の週の所定労働日 

てどのくらい減少しますか。減少率をご記入下さい。          時間をご記入下さい。               数をご記入下さい。  
 

 
 

 
 

 
     ％   時間   分   日     

                                                
設問７）来るべき団塊世代の退職が経営に与える影響についてお答え下さい。  
〔注〕ここでの「団塊の世代」とは、１９４７年（昭和２２年）～１９５１年（昭和２６年）に生まれた、５５歳～５９歳までの世代としま  
す。 
 
 ①団塊世代の正社員の人数をご記入下さい。  
 

 
      人   

   ※以下の②～⑤については、団塊の世代の正社員を雇用している事業所のみお答えさい。 
 
  ②団塊世代の退職は貴事業所の経営にどのような影響を及ぼしますか（１つだけに○）。  
  １．プラスの影響が強い    ２．マイナスの影響が強い       ３．影響はない    ４．わからない  

        ※上記の１．に○をした事業所は               ※上記の２．に○をした事業所は下記の④と⑤へ 
         下記の③と⑤へ 
    ↓ 
 ③どのようなプラスの影響がありますか                        → ④どのようなマイナスの影響がありますか 
  （該当するものすべてに○）。                                （該当するものすべてに○）。 
 １．人件費の削減     ２．過剰労働力の解消 
 ３．企業内の活性化    ４．昇進遅滞の解消 
 ５．新技術導入が可能 
 ６．その他（                 ） 

  １．退職一時金等の負担  ２．技術水準の低下 
 ３．労働力の不足     ４．技能の継承手段の喪失 
 ５．対外的な信用力の低下  ６．ノウハウの喪失 
 ７．人脈の喪失      ８．企業内活力の低下 
 ９．その他（                ） 

 

 
 
 ⑤団塊世代の退職への対策としてどのようなことをお考えですか（該当するものすべてに○）。 
  １．延長雇用した高年齢者の活用        ２．人材育成・能力開発の推進 
  ３．新卒採用の拡大                            ４．中途採用の拡大 
  ５．パートタイム労働者採用により業務の代替    ６．派遣採用による業務の代替 
  ７．機械化、ＩＴ化の推進           ８．その他（               ） 
  ９．特になし 

 

 
設問８）従業員の雇用状況にについてお答え下さい。 
 以下のそれぞれの雇用形態について貴事業所の従業員の過不足状況はどのようになっていますか（それぞれ１～５の中で１つだけに○）。  
            過 不 足 状 況 

 過  剰  やや過剰  適  正   不  足  やや不足  

 正 社 員     １     ２     ３      ４     ５ 

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者     １     ２     ３      ４     ５ 
        
 派  遣     １     ２     ３      ４     ５ 



 
設問９）新規学卒者の採用についてお答え下さい。 
 ①平成１８年３月新規学卒者（第２新卒者、中途採用者を除く）の採用予定人数、実際に採用した人数、１人当たり平均初任給額（平成 
  １８年６月支給額）をご記入下さい。 

 学 卒 採用予定人数(人) 
（平成18年３月卒） 

採用した人数(人) 
（平成18年３月卒） 

１ 人 当 た り 
平 均 初 任 給 額 (円 ) 

 学 卒 採用予定人数(人) 
（平成18年３月卒） 

採用した人数(人) 
（平成18年３月卒） 

１ 人 当 た り

平 均 初 任 給 額 (円 ) 
 

 高 
 校 
 卒 

 技術系          
 ， 

  短含 
大高 
卒専 

 

 技術系          
 ， 

  

 事務系          
 ， 

   事務系          
 ， 

   

 専 
 門 
 学校 
  卒 

 技術系          
 ， 

    大 
  学 
  卒 

 技術系          
 ， 

  

 事務系          
 ， 

   事務系          
 ， 

  

 
〔注〕(1) 平成１８年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金総額（税込額）をご記入下さい。      
    (2) 専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者を対象として下さい。    
     (3) 技術系として採用した者以外はすべて事務系にご記入下さい。 
 
 ②平成１９年３月の新規学卒者（第２新卒者、中途採用者を除く）の採用計画はありますか（１つだけに○）。  
  １．あ る    ２．な い    ３．未 定  

 
         ※上記の１．に○をした事業所は下記の③へ 
      ↓    
 ③学卒ごとの採用予定人数をご記入下さい。   

   １．高校卒    人   ２．専門学校卒    人   ３．短大卒（含高専）    人   ４．大学卒    人   
 
設問１０）賃金改定についてお答え下さい。 
 ①平成１８年１月１日から７月１日までの間にどのような賃金改定を実施しましたか（１つだけに〇）。 
    ｛   １．引上げた               ２．引下げた             ３．今年は実施しない（凍結） 

 
  ４．７月以降引上げる予定         ５．７月以降引下げる予定       ６．未 定 

 

        ※上記の１．２．３．に○をした事業所は下記の②へ 
      ↓ 
 ②賃金改定を実施した対象者の総数と従業員１人当たり平均の改定前・改定後所定内賃金及び平均引上げ・引下げ額をご記入下さい。 
  ご記入の際は下記の〔注〕をご参考下さい。なお、プラス・マイナスの記号は不要です。 
 

 対象者総数  従 業 員 １ 人 当 た り（月額）  
 改定前の平均所定内賃金（Ａ）  改定後の平均所定内賃金（Ｂ）  平均引上げ・引下げ額（Ｃ） 

   
  人 

   
 ， 

  
  円 

   
 ， 

  
  円 

   
 ， 

  
  円 

 
〔注〕(1) 「改定前の平均所定内賃金（Ａ）」「改定後の平均所定内賃金（Ｂ）」「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」の関係は次のとおりです。 
    ・「１．引上げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はプラス額になります。 
    ・｢２．引下げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はマイナス額になります。 
    ・｢３．今年は実施しない（凍結）」事業所は、(Ｂ)－(Ａ)が同額になりますので、｢平均引上げ・引下げ額（Ｃ）｣は｢０｣になります。 
   (2) 対象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職している者です（１ページ目の設問１の「従業員数」とは必ず  
  しも一致しなくても結構です）。 
   (3) パートタイム労働者、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いて下さい。 
   (4) 「所定内賃金」については、下表を参考にして下さい。ただし、通勤手当は除いて下さい。 
 
            賃 金 分 類 表    （固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、 

 
    定期給与   所定内賃金              技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当、 
             物価手当、通勤手当など 
 
 
 （変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など 

     
    現金給与総額 

 

 
  
所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）  

  
臨時給与（夏季・年末賞与など）    

 
 
◎お忙しいところご協力ありがとうございました。記入もれがないかもう一度お確かめのうえ、７月１０日までにご返送下さい。 
 




